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が においては、 年の「 障害者年 」を 機として、 的な
や が 自の事 を まえて、障害者の自立と社会 加の実現に けた

施策を計画的に推進してきました。

近年では、 に障害者の の実現に 点を当て、障害者とその 者の支
援を目的とする「障害者 の 、障害者の 者に する支援 に関する

「障害者 」という。」や 機関 や民間事業者に し
て社会的障 の を ける「障害を理 とする の解 の推進に関
する 「障害者 解 」という。」を制定し、施策を推進してい
ます。

障害福祉制度としては、平成 年度の「支援 制度」の によって、福祉
ー スの提 が 者と事業者の間の に基づいて われることになり、
者の意 を するよう、制度 の見 しが られました。また、平成

年度の「障害者自立支援 」の施 により、身体、 的、 の３障害が一
体的な制度の での になった か、その として も加えられる 、

の 大が られてきました。

本市においては、障害者基本 に基づく「市 障害者計画」と障害者の
生活 び社会生活を 合的に支援するための 「障害者 合支援 」

という。 に基づく「市 障害福祉計画」を一体化した「所沢市障害者支援計
画」を障害者施策の基本指 として施策を推進してきました。そして、所沢市
障害者支援計画は、平成 年度の第 次計画の策定から、市の や 計画
の理念を しつつ、 の施策 や所沢市の の 化を まえて
を見 してきました。

「第 次所沢市障害者支援計画」は、 福祉 の により たに策定が
けられた「市 障害 福祉計画」を一体化するとともに、本市におい

て共生社会の実現を推進することを目的とする「所沢市障害のある人もない人
も共に生きる社会づくり条例」の に り、障害者の を り、自立した
生活の実現と社会 加の促進を 合的に推進するために策定するものです。

  

第１節 計画の基本的な考え方
 

障害者年
が障害者 言の 厳、平 、社会 加 に基づき、 年 年 を「

障害者年」と 言したもの。「 加と平 」の促進を目的としている。

社会的障
障害者を意 していない や 化、施 ・ な の 、 しにくい制度 、障害者にとっ

て 生活 は社会生活を うえで障 となるもの。
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1．策定趣旨

 
 

 
 

 
 

が においては、 年の「 障害者年 」を 機として、 的な
や が 自の事 を まえて、障害者の自立と社会 加の実現に けた

施策を計画的に推進してきました。 

近年では、 に障害者の の実現に 点を当て、障害者とその 者の支
援を目的とする「障害者 の 、障害者の 者に する支援 に関する

「障害者 」という。」や 機関 や⺠間事業者に し
て社会的障 の を ける「障害を理 とする の解 の推進に関
する 「障害者 解 」という。」を制定し、施策を推進してい
ます。 

障害福祉制度としては、平成 年度の「支援 制度」の によって、福祉
ー スの提 が 者と事業者の間の に基づいて われることになり、

者の意 を するよう、制度 の⾒ しが られました。また、平成
年度の「障害者自立支援 」の施 により、身体、 的、 の３障害が一

体的な制度の での になった か、その として も加えられる 、
の 大が られてきました。 

本市においては、障害者基本 に基づく「市 障害者計画」と障害者の
生活 び社会生活を 合的に支援するための 「障害者 合支援 」

という。 に基づく「市 障害福祉計画」を一体化した「所沢市障害者支援計
画」を障害者施策の基本指 として施策を推進してきました。そして、所沢市
障害者支援計画は、平成 年度の第 次計画の策定から、市の や 計画
の理念を しつつ、 の施策 や所沢市の の 化を まえて
を⾒ してきました。 

「第 次所沢市障害者支援計画」は、 福祉 の により たに策定が
けられた「市 障害 福祉計画」を一体化するとともに、本市におい

て共生社会の実現を推進することを目的とする「所沢市障害のある人もない人
も共に生きる社会づくり条例」の にのっとり、障害者の を り、自立
した生活の実現と社会 加の促進を 合的に推進するために策定するものです。 

  

第１節 計画の基本的な考え方 

障害者年 
が障害者 言の 厳、平 、社会 加 に基づき、 年 年 を「 障害者年」と 言

したもの。「 加と平 」の促進を目的としている。 

社会的障  
障害者を意 していない や 化、施 ・ な の 、 しにくい制度 、障害者にとって 生活 は

社会生活を うえで障 となるもの。 



昨今の障害者施策に関する国の動向として、障害福祉分野の施策の充実はも
とより、「地域包括ケアシステム*1の構築」や「地域共生社会*2の実現」等の分
野横断的な取組も求められています。

 
 

● 近年の主な障害関係施策の動向
 

○障害者差別解消法の施行（平成 28年 4月 1日施行）
・障害を理由とする差別的取扱いの禁止
・合理的配慮の提供
○成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行（平成 28年 5月 13日施行）
・成年後見制度の利用の促進に関する施策の推進
○ニッポン一億総活躍プランの策定（平成 28年 6月 2日閣議決定）
・障害者、難病患者、がん患者等の活躍支援
・地域共生社会の実現
○発達障害者支援法の改正（平成 28年 8月 1日施行）
・相談体制の整備
・支援に資する情報共有の促進
○障害者総合支援法の改正（平成 30年 4月 1日施行）
・自立生活援助、就労定着支援の創設
・高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用
〇児童福祉法の改正（平成 30年 4月 1日施行）
・居宅訪問型児童発達支援の創設
・保育所等訪問支援の支援対象の拡大
・障害児福祉計画の策定
・医療的ケア児に対する各種支援の連携（平成 28年 6月 3日施行）

〇障害者の雇用の促進等に関する法律※の改正（平成 30年 4月 1日施行）
・障害者雇用の算定基礎に精神障害者を追加、法定雇用率の引き上げ
・障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務の規定

 
 
 
 
 
 

このほか、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律」により、地域共生社会実現のため改正される「社会福祉法」（平成 30年 4
月 1 日施行）では、地域福祉推進のため「包括的な支援体制の整備」を行うこと
や地域福祉計画に「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他
の福祉に関し、共通して取り組む事項」を位置づけることが追加されています。

※以下「障害者雇用促進法」という。

＊１地域包括ケアシステム
重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される支援体制。
＊２地域共生社会
制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく社会。
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2．計画の背景と目的

 

 
 

 
 

今の障害者施策に関する の として、障害福祉分 の施策の 実はも
とより、「地域 ア ステ の 築」や「地域共生社会 の実現」 の分

的な も められています。 
 
 

● 近年の な障害関係施策の  
 

障害者 の （ 成 28 年 4 1 ） 
・障害を理 とする 的 いの  
・合理的 の提  

成年 ⾒制 の の 進に関する の （ 成 28 年 5 13 ） 
・成年後⾒制度の の促進に関する施策の推進 

ン一 ランの策定（ 成 28 年 6 2 定） 
・障害者、 者、がん 者 の活 支援 
・地域共生社会の実現 

達障害者支援 の （ 成 28 年 8 1 ） 
・相談体制の  
・支援に する 共 の促進 

障害者 支援 の （ 成 30 年 4 1 ） 
・自立生活援 、 定 支援の  
・高齢障害者の ー スの な  

児 福祉 の （ 成 30 年 4 1 ） 
・ 発 支援の  
・ 育所 支援の支援 の 大 
・障害 福祉計画の策定 
・ 的 ア に する各種支援の （ 成 28 年 6 3 ） 

障害者の の 進等に関する の （ 成 30 年 4 1 ） 
・障害者 の 定基 に 障害者を 加、 定 の き上げ 
・障害者に する の び合理的 の提 の 定 

 
 
 
 
 
 

この か、「地域 ア ステ の 化のための の一部を す
る 」により、地域共生社会実現のため される「社会福祉 」 平成 年
月 施 では、地域福祉推進のため「 的な支援体制の 」を うこと
や地域福祉計画に「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、 の福祉その
の福祉に関し、共通して り 事 」を 置づけることが 加されています。 

「障害者 促進 」という。 

地域 ア ステ  
重度の となっても れた地域で自分らしい暮らしを 後まで けることができるよ

う、 まい・ ・ ・ ・生活支援が一体的に提 される支援体制。 
地域共生社会 

制度・分 ごとの り や「支え 」「 け 」という関係を えて、地域 ⺠や地域の 様な
体が 画し、人と人、人と が 代や分 を えつながることで、 ⺠一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域を共に っていく社会。 



所 障害者支援計画は、「所 障害者計画」と「所 障害福祉計画」、
「所 障害児福祉計画」を一体化したものです。

所 障害者計画は、障害者基 法 11 項に基づく「 障害者
計画」で り、障害者の保 ・医療・福祉・ 育・就労・ま づくり等に関す
る計画として位置 けられています。

所 障害福祉計画と所 障害児福祉計画は、障害者 合支援法 88
１項に定められている「 障害福祉計画」と児童福祉法 33 の 20に

定められている「 障害児福祉計画」で り、障害福祉サービス等の提供
体制の整備に関する実施計画として位置 けられています。なお、「所 障害
児福祉計画」は、児童福祉法の改正により、 たに策定が義務 けられたもの
で、今 が 1 の策定となります。

計画は、国や の計画、「所 合計画」や「所 地域福祉計画」
等と整合 を保 ながら、所 の障害者施策の基 と施策 の 向を
らかにするものです。

  

総合

の

関

障
害
者
支
援
計
画 

障
害
者

障
害
福
祉

障
害
児
福
祉

 

障害者 （ ） 障害福祉 （ ） 障害者支援

支
援

者
福
祉

この は、平成 年 月の改正社会福祉法施行後の ー を に したものです

福祉
（ 者 障害者 児童等の福祉の に る に ）
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3．計画の性格と位置づけ
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児福祉計画」は、児童福祉法の改正により、 たに策定が義務 けられたもの
で、今 が 1 の策定となります。

計画は、国や の計画、「所 合計画」や「所 地域福祉計画」
等と整合 を保 ながら、所 の障害者施策の基 と施策 の 向を
らかにするものです。
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この計画の は平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの 3年
とし、計画最 年度に に向けた見 しを行います。

 

この計画は、 体障害、 的障害、精神障害（発達障害、高 障害を
む。以下 。）、難病等が り、日 生活や社会生活において支援を 要と

するす ての人を対象とします。

障害
自 、アス ー その他の 発達障害、 障害（LD）、

多動 障害（ADHD）、その他これに する の障害で っ
て、その 状が通 年齢において発現するものをいいます。

障害
事 や病 等で に を受けた後、 や の 下等の 状が現

れ、日 生活や社会生活に支障が てしまう障害をいいます。

発病の 構が らかでなく、かつ、 療 法が 立していない な 病
で って、 病にかかることにより に たり療 を 要とすること
となるものをいいます。

  

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

所沢市
障害者支援計画

第４次計画

計画の
見

計画の
見 し

計画の
見 し

※ に になった には、 に み えるものとする。
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5．計画の対象

4．計画の期間
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所沢市における障害者 の種 所 者は、平成 年 月 現 で
人であり、所沢市の 人 の を めています。障害種 では、身体障害者
が 人、 的障害者が 人、 障害者が 人となっています。

平成 年 月 から平成 年 月 までの推 では、身体障害者 は
ばいですが、 的障害者 は 、 障害者 は 加していま

す。

 
  

人、 は 人 に める 合

の

的

計

1.001.00

1.10

1.15

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

障害者 者 の推

障害者

的障害者

身体障害者

平成 年３月 を とした 合

第 節 の
 

第 2 節　障害者の現況
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1．障害者数の状況
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障害 位別の状況 

平成 年 月 現 、身体障害者 人のうち、 体 自 は
人、 部障害は 人、 障害は 人、 ・平 障害は 人、 ・
言 ・そし く機 障害は 人となっています。

人

計

平

上

体

上

うこう・

心

平成 年 月 現

計
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等 別の状況 

身体障害者 について で ると、平成 年 月 現 で が も
く 人、次いで が 人となっています。ここ 年の推 では、
と はやや 少し、 ・ ・ がやや 加 にあります。

1.00

1 0.99

2 0.9

3 1.00

1.02

5 1.0

1.0

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

身体障害者 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計
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別の状況 

身体障害者 について年齢 で ると、平成 年 月 現 では 上
が も く 人、 が 人、 が 人となっていま
す。ここ 年の推 では、 と はやや 少し、 上がや
や 加 にあります。

1.00

18 0.9

18 0.95

5 上 1.03

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

身体障害者 年齢 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計
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第１章 計画の  
 

 
 

第
１
章 

年齢 の状況 

身体障害者 について年齢 で ると、平成 年 月 現 では 上
が も く 人、 が 人、 が 人となっていま
す。ここ 年の推 では、 と はやや 少し、 上がや
や 加 にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.00

18
0.94

18 64
0.95

65 上
1.03

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

身体障害者 年齢 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計
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等 別の状況 

的障害者 について で ると、平成 年 月 現 では が も
く 人、次いで が 人、 が 人、 が 人と、障害の 度の
い人 くなっています。ここ 年の推 では、 の も 加していま

すが、 に や の びが です。

 

1.07

1.00
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1.00

1 1.09

2 1.13

3 1.2

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

障害者 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計

12



 

13 
 

別の状況 

障害者 について年齢 で ると、平成 年 月 現 では
が も く 人、次いで 上が 人、 が 人となって
います。ここ 年の推 では、 の 加が しく、 と
上もやや 加 にあります。

1.00

18 1.15
18 1.17

5 上 1.0

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

障害者 年齢 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計

第
１
章

の

13

第１章 計画の  
 

 
 

第
１
章 

年齢 の状況 

障害者 について年齢 で ると、平成 年 月 現 では
が も く 人、次いで 上が 人、 が 人となって
います。ここ 年の推 では、 の 加が しく、 と
上もやや 加 にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.00

18
1.15

18 64
1.17

65 上
1.06

平成27年
3月

平成28年
3月

平成29年
3月

障害者 年齢 の推
平成 年３月 を とした 合

人

計



 

14 
 

�ڱ ୰೩भ૾ய 

 

所沢市 の指定 、 定 、指定 の 者 所
者 は、平成 年 月 現 で 人となっており、平成 年 月 の

人から 人の 加となっています。

平成 年 月に「 の 者に する に関する 」が施 され、
成の となる は、 たに指定 と ばれるようになりました。

となる も、当 の から平成 年 月 には まで
大されていることから、 の となる 者 も 加しています。
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と の 、 方 の開発な に をきたすおそれのある 。

定
が 期間にわたり、 の も高 となり、これを 置することは の な育成を 害するこ

ととなる で 事業の とされているもの。 福祉 の一部 により平成 年 月から
が 大した。

３指定
子 、 が指定した 。
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2．就労等の状況
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 ௌಉभ૾ய؝ڮ
 

�ڭ ્શ੍ର৾ૅقৈಉك෮भਤଡ଼૾ய 

所沢おおぞら 支援 、 間わかくさ高 支援 、 支援
の平成 年度 業生のうち所沢市民は 人となっており、 業後には生

活 や 支援 の通所施 を する 合が高くなっています。また、
民間 業 に する人も 々に 加しています。
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計
平成 年度 は所沢 支援 、所沢おおぞら 支援 、 支援 の合計
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�ڮ धऒौकॎௌ੍ର७থॱشभ૾ய 

ところざわ 支援 ーでは、 を する障害者を に、一
に けた支援 に関する相談、 の開 、 定 のための支援

を っています。平成 年度時点で 者の合計は 人、年度 の 者
に する は となっています。近年は 者 が 加 にありま

すが、それを上 る 者 があるため、 は ばいとなっています。

人、 、

身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その

支
援
・
実

計
・
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�گ ঁটشডشॡਚقਚਁુਚكभ૾ய 

ハ ー ー 所沢では、本市の か、 市、 間市、 を として
人・ 申 者に し、相談や の業 を っています。平成 年度に

おける障害者の は、 地域 体で となっています。

 

身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その
身体 身体 身体
育 育 育

その その その
者 は年度 の
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 ॺभਏشথॣ॔؝گ
 

�ڭ ৹ਪभ৯ 

第４次所沢市障害者支援計画の策定にあたり、障害者、中 生、市民、事業
所に して、計画 定のための基 を ることを目的としたア ートを
実施しました。

 

�ڮ ৹ਪभઍधઽ૾ய 

方 と期間 

障害者 、指
定
者 の所
者、
を

市 立中
年生、

上の市
民、 を

障害福祉 ー
ス を提 して
いる事業所、

か所

方 送 ・ ・ 送 ・ 送 ・

平成 年 月 月
 

状況 
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3．アンケートの概要
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�گ ॔থॣشॺඨ৯ 

障害者 対象としたアンケート 

障害者の生活実 、福祉 ー ス 、現 えている 、今後の
な を することを目的とし、 の についてア ートを実施しま

した。

●� について
●�生活支援について
●�相談支援について
●� や について
●� や について
●�安心・安 なまちづくりについて
●�市の障害福祉施策について

 

対象としたアンケート 学生  

障害者との の 、障害や障害者に する理解度な を することを
目的とし、 として の についてア ートを実施しました。

●�障害者との や援 の について
●�障害に関する や制度の認 度について
●� 害時の援 について
●�障害者に する市民の理解度について
●�障害者が社会 加するために に大切なことについて

 

事 対象としたアンケート 

障害者に する ー スの提 や 、今後の意 な を すること
を目的とし、 として の についてア ートを実施しました。

●� ー ス提 の について
●�事業所 で している点について
●�所沢市の障害者支援の 所、 所について
●� 解 や の について
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 ੦ম৶؝ڭ

障害の にかかわらず、誰もが相 に人 と を 重し支え合い、人々
の 様なあり方を相 に認め合える 員 加 の社会が「共生社会」であり、
このような社会を目指すことは、 が において も 的に り べき重
な です。

本計画では、「基本理念」を次のように 定し、本市の える様々な の
を進めていきます。

 

 

 ੦মऩઅइ্؝ڮ
 

基本理念を実現するために、次の３つの 点から計画を推進します。

1 2 3 

生社会の 

実現 向けた  

障害 性 た 

な支援 

障害者の自立と 

社会参加の促進 

障害者が自らの意 に基
づき、社会に 加し、自
実現を ることができ

るよう、 を推進しま
す。

障害の種 や 度の い
によって 当に が
生じることを ため、
障害 に じたきめ
かな支援を推進します。 

障害の にかかわら
ず、地域の中で共に け
合えるよう、市民 の
協 が自 に生まれるま
ちづくりを推進します。

第 節 計画の基本
 

 

20 
 

 ੦ম৶؝ڭ

障害の にかかわらず、誰もが相 に人 と を 重し支え合い、人々
の 様なあり方を相 に認め合える 員 加 の社会が「共生社会」であり、
このような社会を目指すことは、 が において も 的に り べき重
な です。

本計画では、「基本理念」を次のように 定し、本市の える様々な の
を進めていきます。

 

 

 ੦মऩઅइ্؝ڮ
 

基本理念を実現するために、次の３つの 点から計画を推進します。

1 2 3 

生社会の 

実現 向けた  

障害 性 た 

な支援 

障害者の自立と 

社会参加の促進 

障害者が自らの意 に基
づき、社会に 加し、自
実現を ることができ

るよう、 を推進しま
す。

障害の種 や 度の い
によって 当に が
生じることを ため、
障害 に じたきめ
かな支援を推進します。 

障害の にかかわら
ず、地域の中で共に け
合えるよう、市民 の
協 が自 に生まれるま
ちづくりを推進します。

第 節 計画の基本
 

 

20 
 

 ੦ম৶؝ڭ

障害の にかかわらず、誰もが相 に人 と を 重し支え合い、人々
の 様なあり方を相 に認め合える 員 加 の社会が「共生社会」であり、
このような社会を目指すことは、 が において も 的に り べき重
な です。

本計画では、「基本理念」を次のように 定し、本市の える様々な の
を進めていきます。

 

 

 ੦মऩઅइ্؝ڮ
 

基本理念を実現するために、次の３つの 点から計画を推進します。

1 2 3 

生社会の 

実現 向けた  

障害 性 た 

な支援 

障害者の自立と 

社会参加の促進 

障害者が自らの意 に基
づき、社会に 加し、自
実現を ることができ

るよう、 を推進しま
す。

障害の種 や 度の い
によって 当に が
生じることを ため、
障害 に じたきめ
かな支援を推進します。 

障害の にかかわら
ず、地域の中で共に け
合えるよう、市民 の
協 が自 に生まれるま
ちづくりを推進します。

第 節 計画の基本
 

 

20 
 

 ੦ম৶؝ڭ

障害の にかかわらず、誰もが相 に人 と を 重し支え合い、人々
の 様なあり方を相 に認め合える 員 加 の社会が「共生社会」であり、
このような社会を目指すことは、 が において も 的に り べき重
な です。

本計画では、「基本理念」を次のように 定し、本市の える様々な の
を進めていきます。

 

 

 ੦মऩઅइ্؝ڮ
 

基本理念を実現するために、次の３つの 点から計画を推進します。

1 2 3 

生社会の 

実現 向けた  

障害 性 た 

な支援 

障害者の自立と 

社会参加の促進 

障害者が自らの意 に基
づき、社会に 加し、自
実現を ることができ

るよう、 を推進しま
す。

障害の種 や 度の い
によって 当に が
生じることを ため、
障害 に じたきめ
かな支援を推進します。 

障害の にかかわら
ず、地域の中で共に け
合えるよう、市民 の
協 が自 に生まれるま
ちづくりを推進します。

第 節 計画の基本
 

20

第 3 節　計画の基本理念

1．基本理念

2．基本的な考え方


